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えひめ結婚支援センター「愛結び」
　「愛結び」とは、会員制の１対１のお見合いシ
ステムで20歳以上の結婚を希望する男女がプロ
フィールを登録後、会いたい相手を検索し引き
合わせをします。

●問 �えひめ結婚支援センター南予事務所
☎0893 - 57 - 6705

９月９日は救急の日
　休日や夜間、救急病院に軽症の患者が集中し
医師の負担が増えているほか、安易な救急車の
呼び出しにより重症患者の搬送に困るケースも
増加しています。このままでは適切な医療が提
供できなくなる恐れがあります。１人ひとりが
医療機関や救急車の適切な利用を心がけましょ
う。

■普段からの３つの心がけ
①日ごろからかかりつけ医を持ちましょう
② 健康診断や検診などにより、病気の予防や早期
発見に努めましょう
③家庭で薬を常備しましょう

■ 受診にあたっての３つの心がけ
① 医療機関の通常の診療時間内に受診しましょう
② 救急車で搬送されても軽症の場合は、通常の受
付順となる場合があることに留意しましょう
③ 休日や夜間で比較的症状の軽い人は、夜間・休
日当番医を利用しましょう

■ 症状は軽いけれど、どうすれば…

▼  休日や夜間に、どの病院に行けばよいか分から
ない場合：えひめ医療情報ネットまたは消防署
音声案内サービス（☎23 - 0111）

▼  お子さんの急な病気やけがの場合：小児救急医
療電話相談（☎＃8000） ●問 �保険健康課保健企画係☎24 - 1111　

内線3134  24 - 1124

① えひめ結婚支援センターのホームページ【入会申
し込み】から「センター会員」に申し込み

②愛結び会員に申し込み
③ホームページから【会員ログイン】
④ 希望の会場で登録（来所予約）またはオンライン
登録（自宅で登録）を選んで登録

うわじまＭＩセンター 結婚相談
　結婚を希望する人に出会いの場を提供するた
め、結婚相談を行っています。
　登録をすると異性登録者のプロフィールを閲
覧できるようになり、結婚相談員が相手探しの
手伝いをします。お付き合いが始まった後も、
センターがサポートします。
　また、えひめ結婚支援センターの入会受付や
「愛結び」の利用相談も行っています。

●対 50歳までの独身男女
●問 �うわじまＭＩセンター☎22 - 2117 

 24 - 4475

■ 全国版救急受診アプリ「Ｑ助」
　病気やケガをした場合に「病院を受診した
ほうがいいのか？」「救急車を呼ぶべきなの
か？」などで迷ったときに、判断の一助とな
ることを目的に作られたアプリです。
　該当する症状を画面上で選択していくと、
緊急度に応じた必要な対応が表示さ
れます。詳しくは、消防庁ホームペー
ジをご覧ください。

ＩＤ：0063830

ＩＤ：0064748

ＩＤ：0063830

初期救急
比較的症状の軽い患者

▼休日夜間急患センター

▼在宅当番医

愛媛県の救急医療体制

２次救急
入院や手術が必要な重症状の患者

▼地域の中核病院（交代で担当）

３次救急
脳卒中など特に症状の重い患者

▼救急救命センター
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●日：日時 ●場：場所 ●内：内容 ●対：対象 ●定：定員 ●料：料金 ●持：持参物 ●申：申込 ●問：問合先
ＩＤ：市ホームページ「記事ＩＤ検索」ボックスで検索できます。
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ＦＭがいや「あの頃あの時あの歌」

●日 �第１・３日曜日 午後６時30分～（再放送：午
後10時30分）

●内 �皆さんの想い出の曲を当時のエピソードを添
えて紹介します。

▼赤松 美香 さん

●問 �ＦＭがいや☎49 - 1769  r-m@gaiya769.jp

知っていますか？建退共制度
　建退共制度とは、中小企業退職金共済法に基
づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営
む中小企業の振興を目的として設立された、国
の退職金制度です。建設業を営む人なら加入で
きます。詳しくは、お問い合わせください。

●問 �建退共愛媛支部☎089 - 943 - 5406

簡易裁判所で民事トラブル解決！
　民事上のトラブルについて、裁判所での手続
（通常訴訟・少額訴訟・民事調停・支払督促）を
利用して解決したい人への手続案内（20分程度）
を行っています。平日 午前９時～ 11時30分、
午後１時～４時30分までに最寄りの簡易裁判所
までお越しください。

●問 �宇和島簡易裁判所☎22 - 0091

ＩＤ：0064731

ＩＤ：0064612

700MHz（メガヘルツ）利用推進協会
によるテレビ受信対策
　携帯電話の新しい電波利用開始に伴い、テレ
ビ映像に影響の出る恐れのある一部地域の家庭
に（一社）700MHz利用推進協会がチラシを配布
（必要により訪問）しています。
　試験電波が発射される10月14日㈭（予定）以降
に影響が出た場合、無償で対策工事を行いますの
で、問合先まで連絡をお願いします（受付：午前
９時～午後10時）。

●問 �700MHzテレビ受信障害対策コール
センター☎0120 - 700 - 012

屋外広告物の設置と申請
　市では、美観風致の維持と公衆に対する危害
の防止のため必要なルールを定めています。
　自己所有の建物や土地に屋外広告物を設置す
る場合でも申請が必要な場合や大きさなどに規
制がある場合があります。新しく設置する場合
だけではなく、すでに設置している場合でも申請
をしていないものは早急に申請をしてください。

●対 �屋上広告、突出広告、壁面広告、野立広告など
●問 �都市整備課都市計画公園係
　 ☎24 - 1111内線2646・2648

ＩＤ：0064874

年金生活者支援給付金制度
　老齢・障害・遺族基礎年金を受給している人で、
令和３年度において所得額が前年より低下した
など新たに対象となる人に、年金生活者支援給
付金請求書（ハガキ）を順次送ります（すでに受給
している人は、新たな手続きは不要）。
　受け取るには、年金生活者支援給付金請求書
の提出が必要です（原則、手続きした翌月分から
支給対象）。詳しくは、お問い合わせください。

●問 �給付金専用ダイヤル☎0570 - 05 -
4092または宇和島年金事務所☎22
- 5440

ＩＤ：0064620

ＩＤ：0049021


